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平成２８年度（第2回）鳥取市国民健康保険運営協議会議事概要 

 

１．日 時 平成２９年１月１９日（木） 午後１時３０分～ 

２．会 場 さざんか会館１階第１会議室 

３．出席者 

 委 員 岡崎会長、佐々木委員、山田委員、山崎委員、山内委員、今

井委員、初田委員、清水委員、池田光委員、高須委員、尾﨑

委員、池田実委員、岩本委員、山本委員、深松委員  

鳥取市 坂本福祉保健部長、森下保険年金課長、岡本医療費適正化推 

進室長、大谷健診推進室長、松田課長補佐、酒井主査兼国民 

健康保険係長、平田主幹 

永井徴収課長、光浪徴収課課長補佐 

 

４．会議状況  

発言者 発言内容（要旨） 

保険年金課長 

福祉保健部長 

会  長 

保険年金課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険年金課長 

 

会  長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

（開 会） 

（あいさつ） 

（あいさつ） 

鳥取市国民健康保険条例第２条の３の規定により委員の過半

数をもって会議が成立することとなっております。本日の会議

は、委員１７名のうち１５名にご出席いただいておりますので、

会議が成立することを報告させていただきます。 

また、この会議の会議録につきましては、鳥取市公式ホームペ

ージで公開することをご承知いただきたいと思います。 

それでは日程５の諮問に移ります。国民健康保険事業の運営に

ついて、部長から、岡崎会長に諮問をいたします。 

（部長から諮問書を読み上げ岡崎会長に提出） 

それでは、これ以降の日程につきましては、会長に議事の進行

をお願いいたします。 

それでは、議長を務めさせていただきますので、議事進行にご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

初めに日程の５議事録署名委員の選出ですが、本日の会議の議事録

につきましては、佐々木委員と深松委員に署名をお願いしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 ＜異議なし＞ 

続きまして、早速、議題に入っていきたいと思いますが、報告事項

が２つあります。そのうちの最初の報告事項、国保都道府県化の協議

状況について、事務局から御説明をお願いいたします。 
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＜資料に基づき説明＞ 

 はい。ありがとうございました。では、ただいまの説明に対して、

御質問等ありましたら、お願いしたいと思います。 

質問が２点と、確認を１点お願いしたいと思います。まず、資料１

の１番で、県との市町村で連携会議をされているということですが、

県の部局はどこになるのかということが１点です。２点目は資料の２

のところの５ページにありますけど、１９市町村の賦課方式は、どう

いうなっているのかということを教えてください。例えば、大きくい

うと、保険料率と保険税ということでは、趣旨が変わってくる部分が

あると思うので。 

もう１点は、確認ですが、今の説明の中で、全体の大きな流れで保

険料と医療費での話で、医療費が上がれば、国からの交付金が増える

のは確かにそうなのですが、それは支出ベースで見るとそうなるとい

う話なので、財政的に見た場合には、医療費が高く、かつ収支をとる

と赤字になるから交付金が出ているという考え方なので、その点を鳥

取市として、問題だという定義をしてしまうと、財政調整をする意味

自体が変わってくる可能性があると思います。その辺の論旨をどう整

理されているのか、確認させてください。今の御説明の中で、被用者

保険から相当額負担していることは、今の論旨で行くと、私たち被用

者保険としてお支払いできませんよという論旨になってしまいます。

問題点としてあるっていうことは、よくわかりますが、全体の出と入

りを考えた上で整理をしないと、もともとの交付金の話は、各自治体

において赤字が出るっていう話、要は医療費が高いために赤字が出る

から被用者保険の交付金や国庫補助とかいう形になっているはずな

んですけど、今のお話だと、財政調整の仕組みに問題があって、入り

が過多になっている市町村があるんだという問題提起だけでは、ちょ

っと誤解を呼びやすいことになるのかなという思いがあるので、その

辺がもしわかれば、御回答いただければと思います。 

１点目の最初の県の部局は福祉保健部の医療指導課になります。そ

れから１９市町村の状況ということでしたけど、鳥取市を含めて３市

が保険料でやっていまして、残りの１市１５町村は全て保険税という

形でやっています。賦課方式は、鳥取県内の１９市町村は全て均等割、

平等割、所得割、資産割という、いわゆる４方式でやっております。

それについて、先ほど説明したように資産割というのは、いろんなデ

メリットもあるので、県域化を契機に廃止してはどうかという議論が

出ているということであります。 

あと、全体の出入りとしてどうかというような話だったと思います

けども、今回の国保の広域化の背景として、１つには国保は小規模保
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険者が多く、赤字になっているような状況もあるので、県単位に広域

化して、負担を平準化していこうというのがそもそもの出発点ですの

で、そういう意味では、制度のそういう広域化のほうに向けていくと

いうようなことで、やっておるものであります。 

補足させていただくと、先ほど申し上げた財政調整の仕組み、主な

ものを３つ御紹介させていただいたのですが、国の交付金と主に被用

者保険の拠出金から交付していただいている前期高齢者交付金は、財

政調整の仕組みとして機能していて、お互いに相殺し合う仕組みも織

り交ぜながら、必要なところに必要なお金が行くような調整の仕組み

になっています。それに加えて、県内市町村の共同事業として財政調

整後の再保険的な仕組みがあるのですが、これを少し問題視しており

ます。国や被用者保険の交付金で調整が効いている仕組みをさらに上

乗せして、医療費の状況によって県内市町村で支え合って調整する仕

組みとして共同事業というのが成り立っています。ここを少し問題点

として考えておりまして、調整した上に、さらにプラス、マイナスを

することによって過多になっているところや不足をきたしていると

ころがないか、上手に調整して、余り潤沢にもならず、余り不足にも

ならず、保険料水準が平準化するように上手にしてほしいというのが

本音のところです。 

どちらかというと市町村の共同事業で生じている乖離部分につい

て、鳥取市としては埋めていく必要があるのではないかという問題提

起と理解すればよろしいですか。 

そういう認識です。 

 全体の中での話になると誤解を生む話になるので、注意をされたほ

うがよろしいかと。これは意見です。 

ありがとうございます。 

 もう１点だけよろしいですか。 

はい、どうぞ。 

一部の自治体で反対の意思表明があるというお話ですけど、単純な

質問ですけど、「いや、うちは一緒にならない」っていうような宣言

を自治体がもししたら可能なのでしょうか。法整備的には、それはも

うだめだっていう話ということで私は理解をしているのですが。 

県域化の枠組みからは法的に外れることはできません。一部が反対

されているのは統一保険料ということです。統一保険料にするには、

全市町村がそろわないとできないので、県の考え方は、一旦は、「こ

れが標準の保険料ですよ」という水準を示すので、あとは市町村ごと

に考えてくださいと。それで県内の格差を埋めていこうというもので

す。 
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首長さんとしては、財源を投入しても政策として保険料を下げるん

だとか言いたい方も中にはあるわけで、ただ、そこを排していかない

と保険料が恣意的なものになってくるし、さっき言ったように共同事

業で他市町村の医療費の負担までカバーしている市町村にとっては、

医療費は負担してもらいつつ保険料を下げたいというのはいかがか

なものか、というような議論になりますので。 

県域化の制度自体に反対ということではなくて、各論的な話での異

論という感じでいらっしゃるという理解でいいのですか。 

そうですね。 

 はい。ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

県が行う保険料のシミュレーションですけども、これはいつごろで

きるのかということと、それから、今、まだ３０年度にはまだ１年以

上ある訳ですが、統一保険料は３０年度ではすでに難しいというよう

ことになっていますけども、大体いつごろを目途にという感じです

か、目標といいますか。 

 シミュレーションにつきましては、スケジュールの中でも少し言い

ましたけど、まだ今のところ作業が遅れているようなことで、現時点

でまだ出てきていません。一応予定としては、本当は１２月には出る

こととなっていましたけど。県域化は３０年４月から始まりますので

３０年度に全ての準備を終えるには、今年度中にはほとんど方針は固

めてしまわないといけないと統一保険料は間に合わないと考えてい

ます。県の運営方針の方向性を２月には確定して、予算立ての関係も

ありますので、最終的には夏頃には決定しておかないといけないの

で、今協議をしているというところです。 

この３０年度っていうのは、これいつ決まったのでしたか。 

平成２７年の法改正で。 

わかりました。 

１ページのところでありますけども、市町村の事務の共同化で、一

元化することによって事務を効率化するということですけども、事業

として、いろいろ県との分担をしているわけですから、そういう部分

で一元化は当然メリットです。財政的なメリットとか業務的なメリッ

ト、そういうものは具体的にはどういうものがあるのか、どういうこ

とを試算しておられるのかということについて。 

それから財政負担に関して、いわゆる特別医療費に対するペナルテ

ィの問題のところで、実際、鳥取市が７，３００万余のペナルティと

いうことですが、先ほどのシミュレーションからいって、そういうペ

ナルティの部分が財政的にどのぐらいに膨らんでいくのか、市町村に

とってシミュレーションの過程ではどういうことになっているのか
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をお聞きをしたいと思います。 

まず事務の効率化の面ですが、具体的な例でいえば、例えばレセプ

ト点検とか、１９市町村がそれぞれ専任の職員を抱えて二次審査をや

っているのですが、これはどこの市町村もやられなければいけないこ

とですので、一元化という形で県がまとめてやるような形になれば、

例えば１９人いるところが、１０人とかでできれば財政的なメリット

がありますし、事務的な効率化も図れるのではないかなというような

ことがあります。 

ペナルティの問題は、市町村の要望を受けて、国は結論として未就

学児の医療費に係るペナルティは廃止することになって、それは鳥取

市にとっては５００万程度になりますので、残りの７，０００万近く

というのがまだペナルティとして残ります。これについては引き続

き、県に要望をしていて、応分の負担はしてくださいよという話をし

ていくということになります。３０年から一部のペナルティの廃止が

決まりましたけど、残りの部分についてはまだ決着していません。 

 今、鳥取市は、ペナルティとして国から７，３００万程の減額を受

けています。今度、県域化になったときは、会計の仕組みが変わりま

して、国の負担金なりその他の交付金を県が一括して受けることにな

ります。県はこれらの諸々の収入を充てて足りないところを納付金と

して、各市町村に負担を求めてきます。市町村はそれに見合った保険

料を集めて県に支払うという仕組みになります。 

つまり、県域化になると、このペナルティは市町村が受けるのでは

なくて、直接は国から県への交付金が減額されることになります。 

鳥取市分のペナルティとして今後７，０００万なりの減額を県が受

ける、そのときに鳥取市にその減額分の負担を求めることができると

いうことになっています。その７，０００万をそっくりそのまま市町

村の納付金として上乗せして請求されるのか、半分になるのか、ゼロ

になるのか、これによって被保険者の保険料として集めなければなら

ない金額に直接かかわってくることですので、ここは県の責任を果た

すようにと、４市を中心に要望しておりまして、そのせめぎ合いを今

やっているという状況です。 

そうしますと、その問題が解決したと仮定して、次年度に診療報酬

の改定などで医療費が増えて、いわゆる「これだけ納付しなさいよ」

という目標がアップしてくると、そのペナルティの分も一旦は県が払

うわけですけど、その後に負担が増えていくのではという疑念もある

のですが、そういうものが生まれてくる可能性は全くないですか。 

例えば、ペナルティの半分は県が負担するというルール化がされて

してしまえば、毎年のペナルティの額というのは大体同一の水準で推
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移しますので、大幅な増加はないわけですから、そのルールを決めよ

うっていうことで県にお願いをしているところです。 

市町村も金額を決められている部分は集めて、それを総額してその

うち県がいくらかを負担するということを決めたら、それ以上のこと

はないと。例えばそのレベルよりも上がったとしたら、そういうこと

はあっても、県は県で決めたものを、それ以上は上がらないというこ

とになるのですか。 

 ペナルティに関していえば、額が増えれば県の負担も増えるという

案分ルールというのをつくってしまえば、負担はそれほど上がらない

と考えています。 

 要するに特別医療は知事がやろうと言って始まった事業なのに、本

来だったらこのペナルティも県が半分持つべきだという話を市町村

に全額持てという形でこれまで来ているので、簡単に言えば、県に半

分持ってもらったら市町村の半分の分の保険料は減るっていうこと

の意味合いですよね。 

 そうです。 

 鳥取県は、知事の意向でという話はあったのですが、今何歳までで

すか。 

 高校卒業までですね。 

 これは全国的に見ると市町村によって違っていて、ちょっと前まで

は入学前だけの話で、はじめは３歳児以下という形の制度だったと思

いますが、国から見れば、それは都道府県あるいは県・市がやりたい

っていう話なので、国保は全国的に見たら一緒なので、同じルールで

ペナルティを課しますよという考え方で国は見てしまう。ただ、今お

っしゃったのは、本来、県でやろうとしている話なのに、鳥取市にそ

れを全部かぶせているので、それはだめでしょうという御説明だとい

う理解でいいですか。 

将来的に上がっていくかどうかっていうのは、今例えば、高校生以

下という話が、仮に大学生以下みたいな話になってくれば、やっぱり

可能性としてはそこの部分というのは上がっていく可能性は出てく

るということですよね。 

はい。そのとおりです。ありがとうございます。 

どこまでやっていくのかっていう話は、今だと国保が県に一本にな

ったら、県としてどうするかっていう指針をまた出してもらわない

と、市としても動けないっていうような話になるのだと思います。 

 議論が弾んで非常に有意義だと思うのですが、審議いただく案件が

まだたくさん残っておりますので、もしよろしければ次の議題に進み

たいと思いますが。よろしいでしょうか。 
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 それでは、報告事項の２番目平成２８年度国民健康保険費特別会計

歳入歳出決算見込について説明をお願いします。 

＜資料に基づき説明＞ 

はい、ありがとうございました。何か御質問とか確認事項とかあり

ましたら。よろしいでしょうか。 

 次の諮問事項の審議のところでもある程度関係してくるかと思い

ますので、それでは、進めさせていただきまして、議事日程で行きま

すと（２）のほうになりますけれども、先ほど市長からの諮問事項と

して２９年度の保険料率等についていかがすべきか、という諮問があ

りました。その関係の御審議をお願いしたいということです。事務局

のほうで、①と②を一括して御説明いただきたいといますが、よろし

くお願いします。 

＜資料に基づき説明＞ 

 はい。ありがとうございました。それでは、御質問、御意見等です

ね、順次お出しいただければというふうに思います。た、よろしいで

しょうか。はい、どうぞ。 

私は被用者保険を代表して出てきているものですので、諮問内容に

異論を唱えるつもりはありませんが、１点だけ意見を。横長の資料の

５ページの歳入の部分で、今御説明いただいた４番の前期高齢者交付

金という形の部分があります。これは、冒頭に言いましたように、現

役世代といいますか、私どもの加入者の働いている方々の分の数が全

部集まって国保に行くという形の流れになっています。当然、国保の

現役世代も負担している部分はありますが、流れ的にはそうなってい

るということが大事で。今、鳥取市で働いている方々の保険料率って

いうのは、全国平均よりは低いんですが、この部分の保険料は上がり

傾向にあります。来年度はちょっと上げなければいけないかなという

話も出るぐらいですので、大変恐縮ですが、今働いている方々の保険

料が国保にも回っているということを御理解いただいて運営のほう

をよろしくお願いしたいという気持ちが１つ。もう１点は、これは前

任者もお話ししているかもしれません。同じ表で、７番、一般会計の

繰入金というのがあります。これ間違いなければ、もし間違っていれ

ば訂正していただければいいですが、市税とか市の財政の中から繰り

入れている金額になります。何を申し上げたいかといいますと、私ど

も加入者も鳥取市の人はたくさんいます。その方々は税金も払って、

回り回って、要は二重に国保にお金を持っていかれているっていう印

象を持つところがあります。ここは我々としても大変ですね、ただ国

の制度がそうなっていますので、どうこうっていうお話ではありませ

んが、国保においては、しっかりその辺を御理解いただいて運営のほ
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会  長 
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うをよろしくお願いします。諮問に関して異議を唱えるつもりはあり

ません。要望としてお伝えさせてください。 

 はい。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。はい、

どうぞ。 

 資料５の中の、後で説明があると思いますが、実際、滞納額が少な

くなる見込みですが、そういう方々が、実際には、比率的にいうと多

くなってきているかどうか、２８年度のはまだ終わってないわけです

けれども、その辺の状況はどうでしょうか。つまり、そういう方々が

多いということは、いわゆる払いたくても払えない、そういう実態が

あるのではないかということをこの協議会でどう判断するかという

視点からいいますと、そういうことも非常に関心がありますので、お

伺いをしたいと思います。実際に今提案されているような中身でいい

のか、料率をどうすべきかを判断したいと思いましたので。 

はい、お願いします。 

滞納者が比率的に増えているのかどうなのかっていう御質問だっ

たと思います。現状の収納状況を御説明いたしますと、１２月末時点

で現年分の収納率は前年に比べて若干下がっております。滞納繰越分

は例年と同程度となっています。現年度分は１．７８下がっています

が、この要因は２８年度から納期８期から１０期に延びたということ

があります。以前は７月から納付していただいたものが６月からにな

って、２月までだったのが３月までに延びたということになりました

ので、前後に１期ずつ増えたとことによって、前半はある程度前年よ

り高い率で推移するのですけれども、後半になると少しそのあたりが

低くなるということになります。それで、１．７８をどう分析するか

ということですが、今のところ納期が増えた要因だと認識しておりま

すので、実質的な徴収率が前年に比べて下がっているというような感

触は今のところありませんので、比率的に滞納者が増えているような

状況にはないと思います。また、督促状の発送件数は減っております

ので、どちらかというと少な目に推移しているのではないかと分析を

しているところであります。 

 先ほどありましたけども、現役の人で働いている人の立場もありま

すし、一方で我々のように年金生活者で国保に入っている人もありま

すから、できる限り年金特別徴収の比率を下げていただきたいと。そ

うしないと、どんどん高齢化はまだまだこれからだという部分では、

できる限り下げていただくことを要望したいと思います。 

はい、どうぞ。 

言わずもがなですが、この間もよそで生活保護の担当者のジャンパ

ーの問題が出ておりましたが、やっぱり滞納者の徴収に関しては、相
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会  長 
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手の立場も考え十分注意して、市民の皆さんに対して、思いやる気持

ちで徴収、回収はよろしくお願いしたいなと思います。 

 鳥取市であんなことのないように。あんなことあったら大変なこと

ですので、ぜひとも。 

はい。ほかにいかがでしょうか。諮問の中身としては、賦課限度額、

保険料率、現行どおり据え置きということでいかがでしょうかという

ような諮問ですけれども、それに対して皆さん方の御意見といいまし

ょうか、既に幾つかいただいておりますけれども、ほかに何かありま

したらお願いしたいと思いますが。 

一点説明を漏らしておりました。限度額については、国のほうも据

え置くということで、税制改正大綱が閣議決定されておりますので、

限度額は変える必然性はないということを補足させていただきます。 

４ページの留意点のところに、不足の場合は繰り上げ充用を行うと

いうぐあいに書いてありますけれども、国保運営準備基金というのが

あるので、それはもう使うということはまずないということになるの

でしょうか。 

 これは最終的なことではそういうことも考えられますが、まずは鳥

取市の基金が１０億円積み立ててありますので、こちらのほうで対応

していくということが基本になります。余程のことがない限りここに

書いてあるようなことにはならないとご理解ください。 

よろしいでしょうか。特段の御意見がなければ、既に今までいただ

いた委員さんの御意見をもとにしまして、諮問どおり据え置きの方向

で方針の答申書をつくって、それで市長さんのほうに答申するという

ような形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

＜異議なし＞ 

そうしましたら、そういう方向で手続を進めさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。続きまして、（３）の協議事項

が用意されていますが、平成２９年度鳥取市国民健康保険事業計画案

につきまして、事務局のほうから御説明をお願いしたいと思います。 

＜資料に基づき説明＞ 

 はい、ありがとうございました。２９年度の事業計画の案というこ

とで概略の説明いただきましたけども、これにつきまして、御質問、

御意見、そのほかありましたらお願いしたいと思います。はい、どう

ぞ、お願いします。 

９ページの給付内容点検の適正化で、レセプト点検のところです

が、保険給付費はもちろんあるとは思うんですが、全国的にちょっと

問題になっている療養費ですけど、あんま・はり・きゅうとか柔整と

か、療養費に対するチェックなんかは鳥取市の国保としては何かやっ
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ておられるのでしょうか。ほかの国保の機関ではチェックをしている

とか聞くんですけども。 

 はい。国保連合会のほうで療養費のほうもチェックしていただきま

すので、そちらのほうで見ていただいております。 

 それは国保連合会で見ているとは思うんですけども、医療事務に精

通した専任のレセプト点検って書いてあるので、また２回目の点検も

国保の連合会に依頼しているのですか。 

 保険給付費と療養費を混同しておりましたけども、レセプト点検の

項目で記載しているのは現物給付の医療費のほうです。 

 １次審査を連合会にしていただいて、２次審査については事務員が

やっているのですが、そこで疑義があるものについては、レセプト点

検員と相談をしながらやっております。あと、利用者に対して抜き打

ちのアンケートを出して、要するに、適正な請求かどうかを名指しで

調べるのではなくて、どういう理由で行かれましたかというような確

認をさせていただいています。あくまで不正を見つけようという体裁

ではなくて、例えばそういうアンケートが被保険者に送られていると

いうことを、施術者の方々にも認識を持っていただくような意味合い

でそういう調査もやっています。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 介護の分だけ費用は上がりそうだという感じですが、介護関係の保

健事業っていうのは、取り組めるのでしょうか、取り組む必要がない、

それとも、どう考えておられるのでしょうか。 

 介護保険という制度の中で、こちらのほうは介護保険料を徴収し

て、介護保険会計を設けて鳥取市もやっていますので、保健事業とし

てやっていくのは介護保険で、別途にやっていくということです。 

 前回、医療から介護、その連携とか、受診から介護に至るまでの関

連性が見えないのかというようなお話があったと思いますが、来年度

１つ新しい事業の予算を要求しています。うちは直営の佐治診療所と

いうへき地診療所を持っております。そこは自治医科大学を卒業され

て研修期間にある県の医師を派遣していただいて運営しています。過

去に佐治診療所に勤務された経験があって、現在、市立病院に勤務さ

れている自治医科大学卒業のドクターと自治医科大学のネットワー

クを利用して、佐治という超高齢地域をベースに、循環器系の疾患の

発症から介護に至るまでの経過を１０年間後追い調査しようという

研究事業を来年度スタートしたいと考えています。特に地域包括ケア

を進めるにあたっての課題を明らかにすることも含めて、そういった

基礎資料として、調査をしたいということがありますので、これは公

益財団法人の補助事業ですが、その事業に手を挙げています。何分に
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も長期的なものですのですぐすぐ結果が出せるものではありません

が、そういうものにも取り組んでいきたいと考えております。 

 はい。ほかにいかがでしょうか。 

９ページの国保の受診による不当利得の徴収っていうのは、具体的

そんな不正が鳥取市にあるわけですか。 

要するに、社会保険に切り替わっていて資格が切れているのに、届

けをせずに古い保険証を持ったまま病院にかかるとか、市外に転出し

ているのに鳥取市の保険証を使うとかいうことが多々あります。 

 チェックは入らないのですか。 

 それはもちろんチェックも入れるのですが、就職したけど社会保険

ができるまでの空期間に保険証を使われると、発覚するのが事後にな

ってしまいます。どうしてもタイムラグがありますから、その間に国

保の保険証を使って受診されるっていうような場合については、病院

にかかられて市に請求が上がってくるまでに２カ月かかるもので、本

人から不当な利得ということで徴収するということがありまして。 

 結構あるのですか。 

 うっかりもありますし、保険者間で請求を調整させていただける部

分もあったりしますけども、基本的には本人から使った金額を返して

いただいて、正しい保険者に請求していただくということになりま

す。 

 うっかりではあるにしても、意識的にやるっていうのは、そんなに

たくさんあるのでしょうか。 

基本的にはうっかりということですが、なきにしもあらずで。 

わざとという意味ではないんですけども、どうしても保険の手続に

は、１カ月なりかかりますし、そのまま気づかずに使っていたとかい

うのもありますので。そこまでは本当に悪意をもってやっていること

になったら、今度は不正利得というまた別のほうになりますけども。 

こうして書いてもらうとよくわかって、いい部分があります。いい

か悪いかは別ですけど、よくわかると思います。 

 保険者間調整と言われていたのは、国保と主に被用者保険とのやり

とりになります。会社をおやめになったら国保に入ることになります

が、その手続が遅れたりすると、御本人さんにもいろんな形で御案内

はしているのですが。被用者保険は、やめた翌日からはもう使えませ

んよということなのですが、なかなかうまく伝わらない部分もあっ

て、その月まで、同じ月だったら使えるという誤解をされている方も

たくさんいらっしゃる、今そういう話しすると、国保は月頭とかいう

形になっているので、国保からうちに入ってくる逆もあるんですけ

ど、そういう制度として皆様に浸透しづらい部分があってそういう形
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で出てくると。だから悪意をもってしようという話ではなかなかない

ことなのかなとは思っています。ただ、うっかりであっても、やっぱ

りお返しいただかないといけないですので、一旦お返しいただいて、

今度は新たに入った保険、国保であれば国保で医療費を見てもらうと

いう形をやるっていうのを、保険者調整と言っているのは、加入者の

皆さんには御迷惑がかからないように、保険者の間でやりとりして精

算するという制度が、ようやく２年ほど前から実施されているもので

す。ただ、一旦は、資格が違う保険証で診療を受けた分に関しては、

お返しいただくというのが原則ルールとなっているので、委員の皆さ

んには、地域の方々にも働いている会社の保険は、会社をやめた翌日

からはもう使えないですよということをお伝えいただければ幸いで

すし、我々も広報としてしっかりとやらせていただいてはおります。 

 ７ページの納期の変更のくだりにラインが引いてあるのは、このま

ま、消さないということですか。 

 納期を変えたのは今年度なので、来年の計画からは、削ってしまお

うということで、わかるように抹消線を引いているものです。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。２９年度の事業計

画の案について、皆さんからの御意見をいただきましたので、それを

もとに精査して、また計画に沿って事業を進めていただくということ

でお願いします。 

 それでは、議事日程によりますと、７番目、その他となっておりま

すが、途中ちょっと私のほうで急いだところもあったりして、言い逃

して発言のチャンスを失ったというようなことも含めて、そのほかあ

りましたらお願いしたいと思いますが。 

この際、あるいはちょっと言いそびれたというようなことでもあり

ましたらということですが、よろしいでしょうか。 

はい。それでは、特にないようでしたら、事務局のほうで何か御連

絡、その他ありますでしょうか。 

 はい、特にありませんけど、また次回は夏ごろ、また開催させてい

ただきますので、日程等決まりましたら連絡させていただきます。 

それでは、以上をもちまして、平成２８年度の第２回鳥取市国民健

康保険運営協議会、閉会にしたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

  

閉会 午後３時 

 

 

     


